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災害時における応急対策業務の支援に関する協定書  

 

 伊達市（以下「甲」という。）と伊達市建設業協会（以下「乙」という。）とと

の間において、災害時における応急対策業務の支援に関し、次のとおり協定を取り

交わす。  

 （目的）  

第１条   この協定は、地震、大雨等の異常な天然現象及び予測できない災害が発

生し、甲が管理する道路、河川等の公共土木施設（以下「施設」という。）が

被災し、若しくは、被災する恐れがある場合、乙の支援による建設機械、資機

材及び労力（以下「資機材等」という。）の確保並びにその動員方法を定め、

もって被害の拡大防止と被災施設の早期復旧を図ることを目的とする。  

 （支援要請）  

第２条   甲は、施設に災害が発生し、被害の拡大が予想される等必要と認められ

るときは、乙に対し、資機材等の提供及び作業員の出動を要請することができ

るものとする。  

 （支援業務の内容）  

第３条   甲は、被害の状況に応じ、乙に対し、出動場所及び必要な資機材等を指

定して、作業員等の派遣を求めるものとする。  

２  乙は、甲から依頼があったときは、乙の構成員を甲の指示に基づく当該災害の

応急措置に当たらせるものとする。  

 （支援業務の実施体制）  

第４条   乙は、応急措置を早急に実施するに必要な動員方法を定め、その実施体

制及び連絡系統を甲に報告するものとする。  

２  乙は、確保している資機材等の数量について、あらかじめ甲に報告するものと

する。  

 （契約の締結）  

第５条   甲の指示に基づく応急措置に関し、状況に応じ、甲、乙協議のうえ、甲

は応急措置を実施する者と工事請負契約を締結するものとする。  

 （災害の負担）  

第６条   業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に帰さない理由により、第三者に損

害を及ぼした場合、乙はその事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により甲

に報告し、その処置について、甲、乙協議して定めるものとする。  

 （協議）  

第７条   この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じたときは、

その都度甲、乙協議して定めるものとする。  



 （その他）  

第８条   本協定の効力は、協定取り交わしの日から平成 19年３月 31日までの期間

とする。  

２  甲又は乙より期間満了の１箇月前までに別段の意思表示がない限り、本協定は

１年間同一条件で更新されるものとし、以降も同様とする。  

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を

保有する。  

 

 

 平成１８年８月２１日  

 

 

 

  甲  伊達市長    仁志田  昇  司  

 

 

 

  乙  伊達市建設業協会会長  利根川  靖  典  


